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第5章 施策 

第 4 章 基本方針で定めた３つの方針「行政サービスの高度化」、「行政事務の簡素化・

効率化」、「地域の課題解決」を具体的に実現していくための推進項目として、「行政情

報システムの全体最適化」、「地域情報化の推進」、「ＩＣＴガバナンスの強化」を本計

画における基本施策とし、スマート自治体への転換を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本施策１ 基本施策２ 基本施策３ 

第３次狭山市情報化基本計画 

 

(1)行政手続きのオンライン化 

(3)行政事務のデジタル化の推進 

(4)情報セキュリティ対策 

(2)クラウド活用とノンカスタマイズの推進 

(5)新たな課題等への対応と活用 

 

(1)安全・安心な地域づくりの推進 

(2)地域の活性化の推進 

 
(3)官民データ活用の推進 

 

(1)情報化推進体制の強化 

 
(2)情報システム調達の適正化 

(3)専門的人材の育成の推進 

スマート自治体への転換の推進 

方針１ 行政サービスの高度化 

方針２ 行政事務の簡素化・効率化 

方針３ 地域の課題解決 

行政情報システムの
全体最適化 

地域情報化の推進 ＩＣＴガバナンスの強化 
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 5．1 行政情報システムの全体最適化 

 
（１） 行政手続きのオンライン化  

(1) 行政手続きのオンライン化 

情報化を取り巻く環境や課題の変化に対応し、市民にとってより「簡単」で「わ

かりやすく」、「便利」なサービスを提供すべく、行政手続きのオンライン化を進

めます。 

ア） 行政手続きのオンライン化 

デジタル技術を活用し、充実したサービスを実現するため、３つの原則に基づき

導入を進めます。 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）総合窓口の推進 

一度の申請で複数の手続きの同時処理や、一

連のサービスを一括で対応します。平成２６年

に実現した住民記録・地方税の総合窓口化は、

次期更新に向け機能の拡充等も含め取り組み

ます。また、福祉関連窓口・地区センターにお

いても総合窓口化を検討していきます。 
 

ワンスオンリー 

一度提出した情報

は、二度提出する

ことを不要とする 

 

 

この書類を〇〇
課と△△課へ出
してください 

同じ書類なの
にどうして？ 

 

この書類は
こちらで〇
〇課と△△
課に共有さ
せていただ
きますね 

 

一度で済
んだよ♪ 

コネクテッド・ワンストップ 

民間サービスを含め、複

数の手続き・サービスを

ワンストップで実現する 
 

市役所の住所変更届に

併せ、電気・ガス・水

道・携帯電話なども同

時に手続きが可能 

 

市役所だけ
でいろんな
手続きが終
わるから早
い！ 

 

総合窓口 

施策概要 

これまで これから 

デジタルファースト 

個々の手続き・サー

ビスが一貫してデジ

タルで完結する 市民 

 

電子申請 

 

受付・処理 

行政 

 

交付 

市役所へ行かなく

ていいんだ！ 

 

オンライン決済 
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（２） クラウド活用とノンカスタマイズの推進  

(2) クラウド活用とノンカスタマイズの推進 

情報システムを他自治体と共同利用・運用する「自治体クラウド」の導入を検討

するとともに、業務の見直しを実施し、情報システムの標準化・効率化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア） クラウドの活用拡大 

本市では、総合窓口対応システムをはじめ、順次情報システムのクラウド化を進

めてきました。今後も費用対効果を見据え、クラウド活用を拡大します。 

イ） ノンカスタマイズ導入の推進 

情報システムの導入及び更新にあたっては、費用の削減や保守性の向上を目的に、

既存の業務プロセスを抜本的に見直し、ノンカスタマイズを推進します。 

ウ） 情報システムの標準化・共通化 

他自治体とのシステムやサービスの共同利用・運用を行い、データやサービスの

連携を図ることにより、コスト面やセキュリティ面での効果が期待されます。 

国においても地方自治体の情報システムの標準化を進めており、その動向も踏ま

え標準化を推進します。  

施策概要 

みんなで使うと色んな

メリットがあるね♪ 
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（３） 行政事務のデジタル化の推進  

(3) 行政事務のデジタル化の推進 

事務の効率化や働き方改革等の一助とすべく、既存システムの更新に際し、内容

を見直していくことや、新しい仕組みの導入時に適切なシステムの構築を推進して

いきます。 

ア） 事務の効率化 

デジタル化で実現するペーパーレス化や押印廃止を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ） 既存システムの更新時における見直し 

時代に取り残されないよう行政事務のデジタル化を進めるためには、今あるもの

を見直していく勇気も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
朱肉による押印
ではなく、電子
での公印 

電子公印 

 

ペーパー
レス会議 

タブレットやＰＣに
資料をダウンロード
して会議に参加 

簡易承認・電子回
覧・電子会議室・
スケジュール・施
設予約 etc… 

推 進 中 

グループウェア

の活用 

計 画 

 

電子決裁 

紙をスキャ 
ナーなどで 
電子化し、 
保存する 

文書の
電子化 

申請 確認 承認 

押印不要で各自が見られる 

 

パッケージ導入す

るシステムはノン

カスタマイズと

し、業務プロセス

の見直しを行う。 

標準化 

更新時点において

当該システムが必

要か否か、時期や

優先順位などを見

極める。 

取捨選択 

更新時には幅広い

視点で他の業務と

の連携なども視野

に入れて検討して

いく。 

連 携 

施策概要 
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ウ） デジタルインフラ整備 

事務の効率化のためには、デジタルインフラが重要です。デジタルインフラの整

備には時間と費用が多くかかるため、計画的に実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

庁内無線ＬＡＮ環境の整備 

 

庁内に無線ＬＡＮ環境を構築し、業務用パソコ

ンを配線不要で移動し、会議時に資料を探すこと

ができます。また、時間や場所にとらわれること

なく作業が可能であり、サテライトスペースなど

を有効活用できます。 

ネットワークの増強 

 

 

100Mbps  
→ 1Gbps 

市役所に敷設されたネットワークの回線

（ＬＡＮ）や公共施設と接続しているネッ

トワーク回線（ＷＡＮ）を増強することで、

オンライン会議システム等の画像・動画転

送時のスムーズな通信を実現します。 
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（４） 情報セキュリティ対策  

(4) 情報セキュリティ対策 

ＩＣＴを活用した情報化の推進は、常に情報セキュリティが確保されていること

が前提です。情報セキュリティを取り巻く環境や脅威は常に変化しているため、継

続して情報セキュリティ対策の見直し、強化を図ります。 

ア） 情報セキュリティ対策の見直し、強化 

情報セキュリティを取り巻く状況の変化への対応や個人情報保護対策を踏まえる

とともに、総務省が定める「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関

するガイドライン」の改定にあわせ、「狭山市情報セキュリティポリシー」及び「セ

キュリティ手順書」の見直しを実施します。 

また、全職員を対象とした情報セキュリティ教育を実施するなど、人的なセキュ

リティ対策の強化も図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報セキュリティポリシーのPDCA サイクル 

ＰＤＣＡサイクルは、一度限りではな

く、定期的に繰り返すことで、環境の変

化に対応しつつ、情報セキュリティ対策

の水準の向上が図れます。 

セキュリティ対策は

とても重要だね 

施策概要 
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イ） ＩＣＴ－ＢＣＰの見直し・充実 

地域の安全・安心を実現するサービスには、防災関係をはじめ、災害発生時に稼

働するシステムも含まれており、不測の事態にあってもサービスを継続することが

求められています。あらゆる脅威を想定したうえで優先的に運用しなければならな

いシステムを選別し、業務を継続するための「狭山市ＩＣＴ－ＢＣＰ」を常に見直

すとともに、非常時を想定した訓練を継続して実施していきます。 

 

 

出典：内閣府中央防災会議「事業継続ガイドライン」より 

  

ＩＣＴ－ＢＣＰの概念 
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（５） 新たな課題への対応と活用  

(5) 新たな課題への対応と活用 

時代の節目には、今までとは違う基準を持った新しい世界観を作り上げていく必

要があります。それに相応しい新しい日常と働き方、手続き、サービスへと連携で

きるよう、デジタル化を進めます。 

ア） ニューノーマルの実現に向けて 

行政では取り入れることが難しいとされているテレワークやオンライン会議等を、

セキュリティを維持しつつ積極的に導入・運用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策概要 

 

公民館や市庁舎内会議

室などのネットワーク

環境を整備し、サテラ

イトスペースとして活

用する 

サテライトスペース 

 

テレワーク 

自宅にいながら市役所のネッ

トワークと接続して業務が行

える。オンライン会議システ

ムで職場と繋がる 

 

オンライン会議・研修・セミナー 

集合しなくても会議や研

修、セミナーを企画したり

参加したりできる 

市役所も新しい働き方

に変わるんだね♪ 
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イ） 人がやらなくてもいい、それができるのが、ＩＣＴ 

職員が減少し、業務量は増加していく中、市民に満足してもらえる市民サービス

を実施するためには、いかにＩＣＴを活用し、業務を効率化すべきか。そのために、

必要なシステムの導入に引き続き取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

簡単なものも難し

いものも、全て人

が考え、解決して

いく 

同じネットワークを利用した業務

でも、命令をかけるのは人。スイッ

チのＯＮ・ＯＦＦや設定変更は現

場まで行かなくてはならない… 

 

 

同じ入力の繰り返

し作業に時間を取

られている… 

ボクが解決

するよ！！ 現 状 

手作業等手間のかかる業務を抽出 

人が考えなくても十分な仕分け作

業や、繰り返される類似した選択

を、人に代わってＡＩが答えを出

し、作業をする 

ＡＩ 

ＩｏＴ 

モノを動かす操作

も、ネットワークで

行うことで、業務の

効率化を実現する 

ＲＰＡ 

人が繰り返し行っているＰＣへの入

力操作をロボットに覚えさせて、自

動で操作します！ 
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 5．2 地域情報化の推進 

 
（１） 安全・安心な地域づくりの推進  

(1) 安全・安心な地域づくりの推進 

近年、地震や気象災害などの自然災害が多発しており、また、少子高齢化の進行

や地域コミュニティの希薄化、高齢者等の孤立などの社会的課題が顕著になる中で、

ＩＣＴを活用して防災対策や高齢者・障害者等への生活支援、地域の活性化などを

進め、地域の安全・安心を実現します。 

ア） 統合型ＧＩＳの導入 

各ＧＩＳを順次集約した統合型ＧＩＳを構築し、防災・防犯など緊急時に必要と

なるサービスの提供や、政策立案の基礎資料として活用できるよう、計画的に整備

します。 

イ） 情報提供媒体の多様化 

これまでのメール配信サービス等に加え、高齢者や障害者、 

外国人などにも配慮し、情報難民ゼロを実現できるよう更に 

情報提供媒体の多様化を進めます。 

ウ） 災害時におけるＩＣＴの利活用 

災害発生時においても、迅速な情報収集や集約、共有する 

手段として、発災箇所等の映像をリアルタイムに共有するシ 

ステムや被災者支援システム等を活用し、迅速に対応します。 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

施策概要 

これですぐに
対応できるね 
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（２） 地域の活性化の推進  

(2) 地域の活性化の推進 

今後深化していくデジタル社会。それは誰一人取り残されることなく実現するこ

とが大切です。より分かりやすく、より便利に、より柔軟に、地域のデジタル化を

進めて市民の利便性の向上を図り、地域を活性化するとともに、市民のデジタル化

の応援に取り組んでいきます。 

ア） マイナンバーカードの普及・マイナポータル利用を推進 

マイナンバーカードは最高位の本人確認ツールとなり、また、行政、民間を問わ

ず利用者をオンラインでつなぐ鍵となります。 

 

 

 

 

 

カード交付率（R2.12.20現在） 

市町村名等 交付率 県内順位 
川越市 23.35% 20 

所沢市 23.51% 18 

飯能市 26.37% 7 

狭山市 21.48% 37 

入間市 21.83% 32 

日高市 21.98% 30 

埼玉県全体 23.05%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付率アップに向けて 

がんばらないと！ 

令和４年度末にはほぼ全国民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指

し、マイナンバーカードの普及の加速化等を強力に推進 

国の方針 

出張申請支援 

市内地区セン

ターでマイナン

バーカード交付

申請を支援 

土日交付の拡充 

夜間や土日の

カード交付を拡

充する 

 

マイナポータルサービス 

子育てぴったりサービスや介

護ワンストップなど、マイナ

ポータルを利用したサービス

の拡充 

マイナンバーカードを利用

したサービスの拡充 

コンビニで交付できる証明

書の種類を増やすなど、

サービスを拡充する 

 

施策概要 
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イ） デジタルデバイドの解消 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ） 教育機関の充実 

国の方針に基づき、ＧＩＧＡスクール構想を実現します。 

・ＧＩＧＡスクール構想 

内閣官房及び３省が連携して令和時代のスタンダードとして学校ＩＣＴ

環境を整備し、公正に個別最適化され、ＡＩに代替されない創造性を育

める学びの場の実現へ 

・子供たち 1人 1人に個別最適化され、創造性を育める 

・学びにおける時間・距離などの制約を取り払う 

・個別に最適で効果的な学びや支援 

・プロジェクト型学習を通じて創造性を育む 

・校務の効率化 

・学びの知見の共有や生成 

 

 

 

 

  

小・中学生のうちからＩＣＴに触
れる機会が多いと、大人になって
からも当たり前に使えるね！ 

デジタルデバイドを

解消し地域を活性化 

世代格差 

身体的格差 

地域格差 

デジタルデバイドとは、様々な格差に

よりデジタル技術の恩恵が平等に受け

られないことを言います。 

国は、「全ての国民にデジタルの恩恵

を届けることができるように、デジタル

デバイド対策に取り組む」としており、

今後も様々な観点からデジタルデバイ

ドの解消に努める対策を更に進めてい

きます。 

 

 
市民交流促進総合ポータルサイト 

「さやまルシェ」 
 

公民館等のスマホ講座 
 

オンライン相談 

デジタルデバイド解消例 
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（３） 官民データ活用の推進  

(3) 官民データ活用の推進 

本市では、オープンデータ化を推進する際の基本的な考え方や取り組みの方向性

を示すため、令和元年１１月に「狭山市オープンデータガイドライン」を策定しま

した。このガイドラインに則り、令和２年１月から公開しましたが、今後も更なる

行政の透明性・信頼性の向上や官民協働・市民参加の推進及び地域経済の活性化を

促進するため、積極的なデータ公開に取り組みます。 

また、国が策定した「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック」（平成

３０年６月総務省策定。）に基づき、市が保有するビッグデータの利活用を推進し

ます。さらに、庁内の部局・分野に加えて、他自治体等との連携を踏まえ、広域で

のデータの利活用も検討し、より効果的な施策への活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

                 

    

 

 

 

オープンデータとは・・・ 

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、誰もがイン

ターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、以

下のいずれにも該当する形で公開されたデータを指します。 

・営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの 

・機械判読に適したもの 

・無償で利用できるもの 

埼玉県オープンデータポータルサイト 

狭山市のオープンデータは、「埼玉県オープン
データポータルサイト」に登録しているよ 

施策概要 
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 5．3 ＩＣＴガバナンスの強化 

 
（１） 情報化推進体制の強化  

(1) 情報化推進体制の強化 

本市は、ＩＣＴガバナンスの核となるＣＩＯを設置し、また、外部の専門家とし

て情報政策官を登用し、全庁的・横断的な情報化推進体制を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

狭山市情報化推進体制図 

狭山市情報化推進本部 

本部長：情報統括責任者（CIO） 

各部長等 

狭山市情報化推進委員会 

委員長：情報統括責任者補佐官（CIO補佐官） 

各課長等 

情報政策官 

事務局（情報政策課） 

専門部会 

（特定課題について各種調査や施策・事業の検討） 

A 

専門部会 

B 

専門部会 

C 

専門部会 

自治体ＤＸ推進のためには、仕事の仕方、組織・人事の仕組み、

組織文化・風土そのものの変革が必要となるため、市長自らが

強いコミットメントを持って取り組めるようCIOとなっています。 

CIOのマネジメントを専門的な識見

から補佐するため、外部より専門

家を任用しています。 

頼りになるなぁ 

施策概要 
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（２） 情報システム調達の適正化  

(2) 情報システム調達の適正化 

各業務主管課が情報システムを費用対効果の視点から評価し、企画から運用保守

まで一貫して業務改革が可能となるよう調達ガイドラインに則り、経費の適正化を

図ります。 

 

ア） 情報システム調達ガイドラインの継続的な見直し 

情報システム調達の最適化についての基本的な考え方や手順である「情報システ

ム調達ガイドライン」を継続的に見直し、あらゆる工程において活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ） 情報化関連予算の調整 

情報化関連予算の適正化を目的に、各業務主管課の情報システムの現状調査を実

施し、可視化・分析して各工程における課題を明らかにし、既存の情報資源の有効

活用を図るとともに、調達や運用面から見直しを行い、経費の抑制を図ります。 

 

  

調達ガイドライン 
情報システムのライフサイクルに連動 

評価 

導入経緯 

環境の変化 

業務範囲 

必要な機能 

システムの在り方 

システムの種類 

システムの規模 

システムの範囲 

機能要件 

スケジュール 

設計開発 

テスト 

教育研修 

運用テスト 

導入 

運用体制 

連絡先 

保守の範囲 

作業手順 

実施報告 

企画編 調達編 開発編 運用・保守編 

廃棄 

施策概要 
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（３） 専門的人材の育成の推進  

(3) 専門的人材の育成の推進 

情報化基本計画を進める上で重要な課題である、職員のＩＣＴ活用力の向上を図

ります。また、専門的人材の育成を計画と一体で継続的に取り組みます。 

ア） 適材の確保 

情報政策課の職員は、効果的な研修計画により専門性の高い知識や技術力を持ち

合わせることが必要です。また、国の自治体ＤＸ計画の推進に合わせ、情報化技術

に精通している職員を情報化の実務に関わる各部署にも配置するよう、人事的配慮

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ） 研修制度の充実 

スマート自治体への転換を実現するためには、全職員がその目的を理解し共有し、

将来の労働力の変化を見据えて全体的な組織能力を向上させることが不可欠です。

ｅラーニング等を活用して職員のデジタルデバイドを解消することで、職員全体の

ＩＣＴスキルの底上げに繋げます。 

ウ） ＩＴ推進員の活用 

各所属のＩＣＴ推進のリーダーであるＩＴ推進員に対する勉強会や研修を計画的

に実施し、ＩＣＴの高度利用と情報セキュリティ意識の高揚を図り、ＩＴ推進員が

専門的人材として有効に機能するよう努めます。 

 

  

行革、法務、人事、財務部門 
連携 

専門的人材の確保 

CIO（市長） 

情報政策課 

情報政策官 

A課 

B課 

人材派遣 

国 

埼玉県 

地方自治体のデジタル化の

専門的人材の育成に寄与 
専門的人材 

専門的人材 

専門的人材 専門的人材 

施策概要 

情報提供 

研修 

C課 


